
 

佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

◎
佐
賀
県
条
例
第
十
一
号 

 
 
 

佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

佐
賀
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
表
第
一
号
ロ
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
又
は
第
二
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ 

る
」
に
、 ｢

届
出
書
」
を
「
届
出
」
に
改
め
、
同
号
中
ツ
を
削
り
、
ソ
を
ツ
と
し
、
ヌ
か
ら 

レ
ま
で
を
ル
か
ら
ソ
ま
で
と
し
、
同
号
リ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
」 

に
改
め
、
同
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ニ
か
ら
リ
ま
で
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の 

よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ハ 

法
第
十
三
条
第
三
項(

法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。） 

 
 
 

並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
設
立
の
認
証
を
取
り
消 

 
 
 

す
こ
と
。 

 

第
二
条
の
表
第
一
号
中
「
鹿
島
市
」
を
「
鹿
島
市 

嬉
野
市
」
に
、 ｢
基
山
町
」
を
「
基 

山
町 

有
田
町
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
の
四
を
削
り
、
同
表
第
三
号
の
二
ト
中
「
厚
生
労 

働
省
令
」
を
「
条
例
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
及
び
ヨ
中
「
取
り
消
す
こ
と
」
を
「
取
り
消
し
、 

又
は
そ
の
指
定
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
レ
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
を 

「
条
例
」
に
改
め
、
同
表
中
第
四
号
の
二
、
第
四
号
の
三
及
び
第
八
号
の
三
を
削
り
、
第
八 

号
の
四
を
第
八
号
の
三
と
し
、
第
八
号
の
五
及
び
第
八
号
の
六
を
削
り
、
第
八
号
の
七
を
第 

八
号
の
四
と
し
、
第
八
号
の
八
を
第
八
号
の
五
と
し
、
同
表
第
九
号
中
「
各
市
町
」
を
「
各 

町
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
の
三
中
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
ニ
を
イ
と
し
、
ホ
か
ら
ワ
ま 

で
を
ロ
か
ら
ヌ
ま
で
と
し
、
同
表
第
十
一
号
の
二
中
「
各
市
町
」
を
「
各
町
」
に
改
め
、
同 

表
第
十
七
号
及
び
第
二
十
一
号
中
「
各
市 

吉
野
ヶ
里
町
」
を
「
吉
野
ヶ
里
町
」
に
改
め
、 

同
表
第
二
十
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ソ
ま
で
を
ロ
か
ら
レ
ま
で
と
し
、 

ツ
か
ら
コ
ま
で
を
削
り
、
エ
を
ソ
と
し
、
同
表
第
二
十
二
号
の
二
を
削
り
、
同
表
第
二
十
五 

号
中
「
各
市
（
佐
賀
市
を
除
く
。） 

 

吉
野
ヶ
里
町
」
を
「
吉
野
ヶ
里
町
」
に
改
め
、
同
表 

中
第
二
十
五
号
の
二
を
削
り
、
第
二
十
五
号
の
三
を
第
二
十
五
号
の
二
と
し
、
第
二
十
七
号 

を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
二
十
七
号
の
二
及
び
第
二
十
七
号
の
三
を
削
る
。 
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